
春日井市が出資している法人等の情報公開制度の概要をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

春日井市土地開発公社 

(公財)春日井市スポーツ・ふれあい財団 

(公財)春日井市健康管理事業団 

(公財)春日井市食育推進給食会 

(公財)かすがい市民文化財団 

(福)春日井市社会福祉協議会 

対象の法人等は？ 

 

公開の原則 

 

春日井市情報公開条例施行規則 

第 13条に定める次の法人等が 

対象になります。 

 

文書は原則公開ですが、次の不

開示情報は開示できません。 

 

１ 法令秘に関する情報 

２ 個人に関する情報 

３ 法人等に関する情報 

４ 公共の安全等に関する情報 

５ 国等協力関係に関する情報 

６ 審議・検討等に関する情報 

７ 事務・事業に関する情報 

情報提供の充実 公開の対象文書は？ 

 

公開の対象になる文書は、平成 13

年 10 月１日以後に作成し、又は

取得した文書、図面、磁気ディス

ク等の電磁的記録です。 

なお、春日井市市役所２階の情報

コーナーと各法人等の事務所に

は、文書目録などの検索資料があ

ります。 

定款（又は寄附行為）、役員名簿、

事業報告書、収支計算書、正味財

産増減計算書（又は損益計算書）、

貸借対照表、財産目録、事業計画

書、収支予算書など 

次の資料は春日井市役所２階の

情報コーナーで閲覧できます。

お気軽にご利用ください。 

 



■ 情報公開のしくみ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 出 者 

所定の用紙(申出書)に氏

名、住所、公開してほしい

文書名などを記入する。 

受 付 窓 口 

各出資法人等の事務所に

申出書を提出する。 

出資法人等 

公開するかどうかを決定

します。 

申 出 者 

出資法人等から申出者に

通知書を送付します。 

受 付 窓 口 

通知書を出資法人等の受

付に提示して、文書の閲覧

や写しの交付(コピー代１

枚 10円)を受けます。 

※決定に不満がある場合は、決

定通知を受けた日の翌日から

60 日以内に出資法人等に対し

異議の申出をすることができ

ます。 

出資法人等の問い合わせ先は、次のとおりです。 

春日井市土地開発公社      ℡85-6474 

(公財)春日井市スポーツ・ふれあい財団   ℡85-4320 

(公財)春日井市健康管理事業団  ℡84-3060 

(公財)春日井市食育推進給食会  ℡32-9400 

(公財)かすがい市民文化財団   ℡85-6868 

(福)春日井市社会福祉協議会   ℡84-1011 

出資法人等の情報公開の受付

窓口は、各法人等の事務所と

なります。 

お気軽にお問い合わせくださ

い。 


